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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

 

わが国の子ども・子育て支援においては、急速な少子化の進行に対応するため、様々な取り

組みが進められています。近年では、核家族化の進展や地域のつながりの希薄化、共働き家庭

の増加など、子育て世代を取り巻く環境の変化によって子育てに対する不安感が高まってお

り、子育てを社会全体で支援していくことが求められてきました。 

国では、少子化対策として平成 15年に「次世代育成支援対策推進法」を制定し、次世代

を担う子どもたちの育成を支援するため総合的な取り組みを進めてきました。 

また、子ども・子育てを取り巻く社会情勢の変化を受け、平成 22年に「子ども・子育て

ビジョン」を閣議決定し、平成 24年に幼稚園、保育所、認定こども園を通じた新たな共通

の給付や、認定こども園法の改正などが盛り込まれた「子ども・子育て関連３法」※１が制

定されました。 

新制度では、「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指すとの考えを基本に、制度、

財源を一元化して新しい仕組みを構築し、子どもの幼児期の学校教育・保育の一体的な提供、

保育の量的拡充、家庭における養育支援等を総合的に推進していくことを目指しています。 

朝日町では、平成 22年３月、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、「朝日町次世代育成

支援対策行動計画（後期計画）」を、また、平成 27年３月に「朝日町子ども・子育て支援事業

計画（以下、「第１期計画」という。）を策定し、「未来を担う子どもたちの笑顔があふれるあ

さひまち～一人ひとりが光輝くあさひっこ～」を基本理念とし、様々な子育て支援の取り組み

を行ってきました。 

このたび、「第１期計画」が令和元年度に計画期間の最終年度を迎えることに伴い、社会環

境の変化や朝日町の子どもを取り巻く現状、計画の進捗状況等を踏まえ、これまで取り組んで

きた施策を引き継ぎ、さらなる子育て環境の充実を図るため、令和２年度から令和６年度まで

の５年間を計画期間とした「第２期朝日町子ども・子育て支援事業計画」（以下「本計画」と

いう。）を策定します。 

 

 

 

 

 

※１ 子ども・子育て関連３法：幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するために制定

された「子ども・子育て支援法」、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の

一部を改正する法律」、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の３つの法律。  
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２ 計画の位置づけ 

 

本計画は、「子ども・子育て支援法」（第 61 条）に基づく「市町村子ども・子育て支援事

業計画」として策定し、「朝日町次世代育成支援対策行動計画」を引き継ぐ計画として位置

づけ、一体的に策定するものです。 

 

３ 計画の期間 

 

本計画は、令和２年度を初年度とし、令和６年度を目標年度とする５年間の計画です。 

 

■計画期間 

平成 

30 年度 

令和元年度 

（平成 31 年度） 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

6 年度 
令和 7 年度～11 年度 

第１期 朝日町 

子ども・子育て支援事業計画 

 

 

  

第 2 期 朝日町 

子ども・子育て支援事業計画 

  
計画 

見直し 

第 3 期 朝日町 

子ども・子育て支援事業計画 

 

 

４ 計画の対象 

 

この計画は、町内すべての子どもとその家族、地域住民、行政及び企業・団体等を対象と

します。 

また、子ども・子育て支援法における「子ども」とは、満 18 歳未満の児童となっていま

すが、この計画の主な対象は、義務教育終了前までの児童としています。 

  

子ども・子育て支援法 

（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第六十一条 市町村は、基本指針に即して、５年を１期とする教育・保育及び地域子ども・子

育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下

「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。 
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５ 計画の基本理念 

 

（１）基本理念 

未来を担う子どもたちの笑顔があふれるあさひまち 

～一人ひとりが光輝く「あさひっこ」～ 

 

 

これからを生きる子どもが、健やかに生まれ、豊かな自然や文化環境の中で元気にのびの

び育ち、保護者が喜びや生きがいを感じながら、安心して子育てができることは、子どもや

保護者の幸せにつながることはもとより、活気あるまちの担い手の育成につながります。ま

た、子どもは、一人ひとり異なる個性や能力を持ち、将来の様々な可能性に満ち溢れていま

す。この可能性を十分に開花させ、自立した大人へと成長していくには、成長段階に応じた

教育・保育等を通じ、すべての子どもたちが一人ひとりかけがえのない個性のある存在とし

て認められるとともに健やかに成長できる環境の整備が求められます。 

子どもは、家庭はもとより学校や地域との関わりの中で成長していきます。また、地域全

体が積極的に子育てに関わりを持ち、子どもの健全育成を図ることがこれからのまちの成

長にもつながります。地域全体で子育てを支援し、一人ひとりが満天の星のごとく光輝く

「あさひっこ」の笑顔があふれるあさひまちを目指します。 
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（２）計画を実現する３つの柱 

 

 

  

 

○子どもがたくましく心豊かに育つことができる環境をつくる 

次世代を担う子どもたちが、未来に向かって明るくのびのび育っていけるよ

う、地域資源を活かした様々な体験機会を提供するとともに、家庭、学校、地域

が一体となり「子ども」を応援するまちを目指します。 

 

 

 

 

  

 

 

○安心して産み育てることができる環境をつくる 

不安なく安心して健やかな子どもを産み育てることができるように、安全で快

適な妊娠、出産環境を確保するとともに、乳幼児期からの子どもの健やかな発育

を支えるための保健体制、保育サービスの充実等により、子育て家庭の暮らしを

適切に支援し「子育て」を応援するまちを目指します。 

 

   

 

 

 

   

 

○地域社会全体で子どもや子育て家庭を支える環境をつくる 

子育てを家庭の責任のみに委ねるのではなく、行政はもとより、企業を含めた

地域社会全体で子どもを守り育てることの責務を担い、安心して子育てができる

環境づくり、すなわち、子育て家庭が仕事と子育てを両立させ安心して子どもを

育てることができるように「地域ぐるみ」で子育てを見守るまちを目指します。 

 

 

 

第１の柱「子ども」を応援 

第２の柱「子育て」を応援 

第３の柱「地域ぐるみ」で応援 
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（３）子ども・子育て支援事業支援計画の体系図 

 

 
  

１．子どもをたくましく育む

教育環境の充実

２．子どもを健やかに育む

環境の整備

６．支援を要する家庭への支援

５．子育て家庭に対する支援

４．親と子の健康の確保と増進

３．次世代の親の育成

（１）教育環境の充実

（１）次代の親の育成

（１）保育サービスの充実

（２）児童の居場所づくり

（３）子育て家庭への経済的支援

（１）食育・読育の推進

（１）母子保健事業の推進

（２）小児医療の充実

（１）ひとり親家庭への支援

（２）障がい児をもつ家庭への支援

基本理念 施 策基本方針

「子ども」を応援
○子どもがたくましく心豊かに

育つことができる環境をつくる

「地域ぐるみ」で応援
○地域社会全体が子どもや子育て

家庭を支える環境をつくる

「子育て」を応援
○安心して産み育てることが

できる体制をつくる

～
一
人
ひ
と
り
が
光
輝
く
「あ
さ
ひ
っ
こ
」～

未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
が
あ
ふ
れ
る
あ
さ
ひ
ま
ち

３つの柱

９．仕事と子育ての両立を目指す

環境の整備

８．子育てを支援する生活環境の

整備

７．地域における子育て支援
（１）地域における子育て支援

（２）子どもなどの安全の確保

（３）児童虐待防止対策の充実

（１）若い人への定住対策

（２）生活環境の整備

（１）仕事と子育ての両立を目指す

環境の整備
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６ 計画の策定体制 

 

（１）子ども・子育て会議の設置 

朝日町子ども・子育て支援事業計画の策定は、関係機関代表者、各種団体の代表者、学識

経験者、住民の代表であるサービス利用者の参画による、「朝日町子ども・子育て会議」を

設置し、子ども・子育て支援に関する施策の推進など、計画内容の検討を行いました。 

 

（２）ニーズ調査の実施 

就学前児童及び就学児童の保護者に対し、「子ども・子育て支援事業計画」策定に必要な、

子育ての状況、教育や保育、子育て支援の今後の見込みを把握するために、平成 31 年１月

から平成 31年２月にニーズ調査を行っています。 

 

■調査の概要 

対象 配布数 
①回収数 
【回収率】 

無効回答 
（※） 

②有効回答 
【有効回答率】 

就学前児童 163件 
118件 

【72.4％】 
0件 

118件 
【72.4％】 

就学児童 138件 
110件 

【79.7％】 
0件 

110件 
【79.7％】 

※無効回答については、白紙またはそれに準ずるもの。 

 

■調査の対象及び調査方法 

保育園児、就学児童は全員を対象とし、保育園、小学校を通じて配布・回収、それ以外の

就学前児童は郵送による配布回収を行いました。 

 

   

   ※ニーズ調査の主な結果については、第２章「子どもを取り巻く現状」、４「ニーズ調査結果」に掲載

しています。 
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第２章 子どもを取り巻く現状 

１ 人口動態 

（１）人口推移 

朝日町の人口は減少傾向で推移し、平成 31年３月 31日現在では、6,811人となっています。 

年齢３区分人口では、年少人口、生産年齢人口は減少傾向で推移し、高齢者人口においては、

年度によって増減を繰り返しています。年齢３区分人口割合では、年少人口割合、生産年齢人

口割合が減少し、高齢者人口割合（高齢化率）の増加がみられます。平成 31年３月 31日現在

では、年少人口割合 9.0％、生産年齢人口割合 48.9％、高齢者人口割合 42.1％となっています。 

 

■年齢３区分別人口           （資料：住民基本台帳 各年３月 31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢３区分別人口割合         （資料：住民基本台帳 各年３月 31日現在） 

 

716 693 674 645 614 

3,931 3,740 3,631 3,483 3,329 

2,856 2,901 2,884 2,892 2,868 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

65歳以上

（高齢者人口）

15～64歳

（生産年齢人口）

15歳未満

（年少人口）

（人） 

7,503 7,334 7,189 7,020 6,811 

9.5 9.4 9.4 9.2 9.0 

52.4 51.0 50.5 49.6 48.9 

38.1 39.6 40.1 41.2 42.1 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

65歳以上

（高齢者人口）

15～64歳

（生産年齢人口）

15歳未満

（年少人口）
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273
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273

232

188

145

90
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25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89

90歳以上

男性（3,369人）

 

（２）人口ピラミッド 

男女ともに 65 歳から 69 歳の人口構成が多く、今後５年間のうちに 70 歳以上高齢者数の大

幅な増加が予測されます。さらに０歳から４歳の人口構成が最も少なく、将来の人口減少、少

子高齢化が加速する人口構成となっています。 

 

■人口ピラミッド           （資料：住民基本台帳 平成 31 年３月 31 日現在） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）児童人口 

11歳までの児童人口の推移をみると、全体人口と同様に減少傾向で推移し、平成 27年に

538人であった児童数が、平成 31年には 465人となり、73人の減少となっています。 

 

■児童人口             （資料：住民基本台帳 平成 31 年３月 31 日現在） 

 

 

 

 

  

  平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年 

０歳 36  31  34  36  33  

１歳 32  36  32  34  31  

２歳 42  32  37  35  33  

３歳 42  41  34  36  35  

４歳 40  42  44  35  38  

５歳 37  40  40  42  34  

６歳 57  36  40  40  41  

７歳 52  57  36  39  42  

８歳 53  52  56  35  38  

９歳 47  53  53  56  35  

１０歳 47  47  53  52  55  

１１歳 53  46  47  54  50  

合計 538  513  506  494  465  

78

91

115

135

111

107

120

121

142

172

186

213

278

321

238

248

274

249

243
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90歳以上

女性（3,442人）
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（４）世帯の状況 

国勢調査によると、世帯数は平成 17年から平成 27年の 10年で 148世帯減少し、平成 27

年の世帯数は 2,229 世帯となっています。また、１世帯あたりの人員も減少傾向で推移し、

平成 27年では、3.09人となっています。 

児童のいる世帯でみると、６歳未満親族のいる世帯、18 歳未満親族のいる世帯共に減少

傾向で推移し、平成 27年では、６歳未満親族のいる世帯で 164世帯、18歳未満親族のいる

世帯で 487世帯となっています。 

 

■世帯                           （資料：国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■児童のいる世帯                      （資料：国勢調査） 

 

    

 

  

  平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

６歳未満親族のいる世帯 

  世帯数 253  203  164  

  世帯人員 1,433  1,166  921  

  ６歳未満の親族人員 329  286  220  

18 歳未満親族のいる世帯 

  世帯数 730  585  487  

  世帯人員 4,018  3,151  2,536  

  ６歳未満の親族人員 1,286  1,056  869  

2,377 2,304 2,229 

3.62 

3.41 

3.09 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

■世帯員と人員 世帯数 １世帯あたりの人員

平成 17年度 平成 22年度 平成 27年度 
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（５）自然動態・社会動態 

出生数と死亡数の推移をみると、出生数は 30人台、死亡数は 120～140人前後で推移し、

常に死亡数が出生数を上回り、平成 30年度の自然増減は－116人となっています。 

また、転入数と転出数の推移をみると、常に転出数が転入数を上回り、平成 30 年度の社

会増減は、－92人となっています。 

 

■自然動態                       （資料：住民基本台帳） 

 

 

  

■社会動態                       （資料：住民基本台帳） 
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■自然動態 出生数 死亡数 自然増減

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

160

133

157

111 113

204
215

188 184
205

-44

-82

-31

-73
-92

-100

-50

0

50

100

150

200

250

■社会動態 転入数 転出数 社会増減

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

（人） 

（人） 
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1.45 

1.70 

1.46 

1.41 

1.61 
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1.48 

1.47 
1.45 

1.43 1.42 
1.45 1.44 1.43 

1.30

1.40
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1.70

1.80

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

■合計特殊出生率 朝日町 山形県 全国

 

（６）出生率 

出生率（人口 1,000 人当たりの出生数）は、全国、県平均より低い値で推移し、平成 29

年では、5.0となっています。 

 

■出生率                         （資料：県統計年鑑） 

 

 

 

（７）合計特殊出生率（一人の女性が一生の間に生むとされる子どもの数を表す数値） 

合計特殊出生率は、平成 28 年に 1.41 と県および全国平均を下回る水準に減少しました

が、それ以外の年代ではほぼ平均並み、もしくは県および全国平均より高い数値で推移して

おり、平成 29年では 1.61となっています。 

 

■合計特殊出生率                     （資料：県統計年鑑） 
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■出生率 朝日町 山形県 全国
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■婚姻・離婚 婚姻 離婚

89.2 
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58.4 59.1 
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（８）婚姻・離婚 

婚姻件数は、20～30件前後で推移し、平成 29年では、20件となっています。一方、離婚

件数は 5～10件前後で推移し、平成 29年では、9件となっています。 

 

■婚姻・離婚                       （資料：県統計年鑑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）未婚率 

全体的に未婚率の上昇がみられ、男性女性共に 30歳代の上昇率が大きくなっています。 

 

■未婚率                           （資料：国勢調査） 
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（10）就業状況 

男女別にみた就業状況は、少子高齢化に伴う労働力人口減少の影響もあり、男性、女性共

に就業者数が減少傾向にあります。平成 27年では男性 2,182人、女性 1,568人となってお

り、就業率は、男性 69.5％、女性 47.7％となっています。 

男女別産業分類を見ると女性において第３次産業の増加が著しく、平成 17年からの 10年

間を通して約５割が第３次産業の従事者となっています。 

 

■男女別就業状況                      （資料：国勢調査） 

 

■男女別産業分類                         （資料：国勢調査） 

（男性）                 （女性） 
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■男女別就業状況 男性の就業者数 女性の就業者数

男性の就業率 女性の就業率
（％） （人） 
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２ 施設等の状況 

（１）認可保育園 

町内にある認可保育園は、平成 22年４月に３施設の保育園が１施設に統合され、平成 31

年４月１日現在で町立の保育園が１か所あります。入園児童数は、３歳未満児は増加してい

る一方、３歳以上児は減少傾向となっています。 

 

■認可保育園の状況 

年度 か所数 
定員数

(人) 

入所児童数(人) 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

平成 26 年度 1 200 6 12 13 37 36 56 160 

平成 27 年度 1 200 9 12 15 41 40 35 152 

平成 28 年度 1 200 9 10 10 41 40 47 150 

平成 29 年度 1 200 5 17 17 33 42 40 154 

平成 30 年度 1 200 7 18 24 38 34 41 162 

資料：福祉行政報告 

（２）放課後児童クラブ 

町内にある児童クラブは、平成 31 年４月１日現在で１か所あります。放課後児童クラブ

の登録児童数は、平成 31年３月 31日現在で通年 24人、通年外 37人の合計 61人です。 

 

■放課後児童クラブの状況 

年度 か所数 登録児童数（人） 

学年 通年 通年外 合計 

平成 28 年度 1 

１年 5 7 12 

2 年 4 11 15 

3 年 2 9 11 

4 年 2 8 10 

5 年 0 1 1 

6 年 0 1 1 

合計 13 37 50 

平成 29 年度 1 

１年 12 10 22 

2 年 1 7 8 

3 年 5 7 12 

4 年 0 6 6 

5 年 1 3 4 

6 年 0 0 0 

合計 19 33 52 

平成 30 年度 1 

１年 10 12 22 

2 年 9 7 16 

3 年 1 7 8 

4 年 3 6 9 

5 年 1 4 5 

6 年 0 1 1 

合計 24 37 61 

資料：健康福祉課   
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３ 人口推計 

（１）人口推計 

平成 22 年から平成 31 年の住民基本台帳を基に、将来人口をコーホート変化率法により

推計したところ、減少傾向で推移し、令和 6年の総人口は 5,941人と予測されます。 

また、年齢３区分人口割合では、年少人口割合、生産年齢人口割合が減少し、高齢者人口

割合（高齢化率）の増加がみられます。 

 

■年齢３区分別人口 

 

■年齢３区分別人口推計（割合） 

 
※コーホート変化率法：一定期間に出生した集団（コーホート）に着目し、１歳別に、その時間的変化（１年後の
人口の変化）を将来も一定であると仮定し、推計する人口推計方法。 
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（２）児童人口の推計 

平成 26年から平成 31年の住民基本台帳を基に 11歳までの児童人口をコーホート変化率

法により推計したところ、減少傾向で推移し、令和 6 年の児童人口は 390 人と予測されま

す。 

 

■児童人口推計 

 

 

 

  

  令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

０歳 29 29 29 27 27 

１歳 32 29 29 29 27 

２歳 40 35 32 32 32 

３歳 36 39 34 31 31 

４歳 36 38 40 35 32 

５歳 35 33 35 38 33 

６歳 33 35 33 35 38 

７歳 41 32 34 32 34 

８歳 38 40 31 33 31 

９歳 38 38 40 31 33 

１０歳 35 38 38 40 31 

１１歳 56 36 39 39 41 

合計 449 422 414 402 390 
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４ ニーズ調査結果 

 

（１）主な調査結果【就学前児童】 

①子育てを主に行っている方 

子育てを主に行っている方は、「父母ともに」（60.3％）、「主に母親」（36.4％）と、こ

の２つの回答が圧倒的に多くなっています。 

 

■子育てを主に行っている方 

 

 

②子育てに影響すると思われる環境 

子育て（教育を含む）に最も影響すると思われる環境は、「家庭」が 96.6％と最も多く、

次いで「保育所」（79.7％）、「地域」（42.4％）、「幼稚園」（5.9％）となっています。 

 

■子育てに影響すると思われる環境 
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③子どもをみてもらえる親族・知人 

日頃、子どもをみてもらえる親族・知人がいるかは、「日常的に祖父母等の親族にみて

もらえる」が 56.8％と最も多く、次いで「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族

にみてもらえる」（46.6％）となっており、比較的、祖父母や親族等に預けられるという

回答が多くなっています。 

また、「いずれもいない」という回答は 5.1％あります。 

 

■子どもをみてもらえる親族・知人 

 

 

④相談者及び相談できる場所 

子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人、場所は、87.3％が「いる・あ

る」と回答しているものの、「いない・ない」という回答も 3.4％あります。 

 

■相談者及び相談できる場所 
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⑤母親の就労状況 

母親の現在の就労状況は、「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中では

ない」が 50.0％と最も多く、次いで「パート・アルバイト等で就労しており、産休・育

休・介護休業中ではない」（16.9％）と「以前は就労していたが、現在は就労していない」

（16.9％）が同じ割合となっています。 

 

■母親の就労状況 

 

 

⑥就労希望 

現在就労していない母親の今後の就労希望を尋ねると、「子育てや家事などに専念した

い（就労の予定はない）」と「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が 31.8％で

最も多く、次いで「１年より先、一番下の子どもが○歳になったころに就労したい」が

（22.7％）、となっています。 

 

■就労希望 
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⑦平日の教育・保育の事業として定期的に利用したい事業 

平日の教育・保育の事業として、「定期的に」利用したいと考える事業は、「認可保育所」

が 84.7％と圧倒的に多く、次いで「幼稚園」（11.9％）、「認定こども園」（11.0％）、「フ

ァミリー・サポート・センター」（6.8％）の順となっています。 

 

■平日の教育・保育の事業として定期的に利用したい事業 
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⑧子育て支援サービスの認知度 

朝日町で実施している子育て支援サービスの認知度は、「④朝日町子育て支援センター」

（98.3％）が最も高く、次いで「⑤中学生以下の医療費無料化」（96.6％）、「⑧すこやか

出産祝品」（94.9％）、「⑦放課後児童クラブ（りんごっこクラブ）」（91.5％）も９割を超

えて、認知度が高くなっています。また、「③子育て相談事業」（87.3％）、「②一時保育事

業」、「⑥第２子以降（３～５歳）保育料５千円定額化」（ともに 83.9％）の認知度も８割

を超えています。 

一方認知度が最も低いのは、「①ファミリー・サポート事業」の 53.4％となっています。 

 

■子育て支援サービスの認知度 
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⑨放課後の過ごし方 

小学校低学年（１～３年生）の放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所

で過ごさせたいと思うかは、「自宅」が 66.1％と最も多く、次いで「放課後児童クラブ（り

んごっこクラブ）」（38.1％）、「習い事（ピアノ教室、スポーツクラブ、学習塾など）」

（36.4％）、「放課後子ども教室」（19.5％）の順となっています。 

また、小学校高学年（４～６年生）の放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのよう

な場所で過ごさせたいと思うかは、「自宅」が 78.0％と最も多く、次いで「習い事（ピア

ノ教室、スポーツクラブ、学習塾など）」（50.8％）、「放課後児童クラブ（りんごっこクラ

ブ）」（21.2％）の順となっています。 

 

■放課後の過ごし方 

【小学校低学年での希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学校高学年での希望】 
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⑩子育てに関して日頃悩んでいること 

子育てに関して日頃悩んでいること、気になることは、「子どもを叱りすぎているよう

な気がすること」が 43.2％で最も多く、次いで「食事や栄養に関すること」（39.0％）、

「病気や発育・発達に関すること」（38.1％）、「子どもの教育に関すること」（32.2％）と

なっています。 

 

■子育てに関して日頃悩んでいること 
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⑪子育て支援について 

今後町が力を入れるべき子育て支援は、「親子が安心して集まれる場づくり」が 51.7％

と半数を超えて最も多く、次いで「子育てに関して学べる機会づくり」（30.5％）、「親子

で楽しめるイベントの機会」（28.8％）の順となっています。 

 

■子育て支援に 

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫子育てをする上で力を入れていること 

子育てをする上で何に力を入れているかでは、「他者への思いやりを持つこと」が

56.8％で最も多く、次いで「基本的生活習慣を身につけること」（53.4％）、「親子でたく

さんふれあうこと」（46.6％）の順となっています。 

 

■子育てをする上で 

力を入れていること 
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⑬保育・教育において力を入れてほしいこと 

町の保育園における保育・教育において何に力を入れて欲しいかは、「友だちと一緒に

あそぶこと」が 47.5％で最も多く、次いで「社会のマナーやルールを身につけること」

（42.4％）、「他者への思いやりを持つこと」（39.0％）の順となっていいます。 

 

■保育・教育において力を入れてほしいこと 
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（２）主な調査結果【就学児童】 

①子育てを主に行っている方 

子育てを主に行っている方は、「父母ともに」（59.1％）、「主に母親」（32.7％）と、こ

の２つの回答が圧倒的に多くなっています。 

 

■子育てを主に行っている方 

 

②子育てに影響すると思われる環境 

子育て（教育を含む）に最も影響すると思われる環境は、「小学校」が 92.7％と最も多

く、次いで「家庭」（90.9％）、「地域」（43.6％）、「その他」（10.0％）となっています。 

 

■子育てに影響すると思われる環境 
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③子どもをみてもらえる親族・知人 

日頃、子どもをみてもらえる親族・知人がいるかは、「日常的に祖父母等の親族にみて

もらえる」が 61.8％と最も多く、次いで「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族

にみてもらえる」（34.5％）となっており、比較的、祖父母や親族等に預けられるという

回答が多くなっています。 

また、「いずれもいない」という回答は 8.2％あります。 

 

■子どもをみてもらえる親族・知人 

 

④相談者及び相談できる場所 

子育て（教育を含む）をする上で気軽に相談できる人、場所については、86.4％が「い

る・ある」と回答しているものの、「いない・ない」という回答も 5.5％あります。 

 

■相談者及び相談できる場所 
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⑤母親の就労状況 

母親の現在の就労状況は、「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中では

ない」が 60.9％と最も多く、次いで「パート・アルバイト等で就労しており、産休・育

休・介護休業中ではない」（30.0％）、「以前は就労していたが、現在は就労していない」

（4.5％）となっています。 

 

■母親の就労状況 

 

 

⑥就労希望 

現在就労していない母親の今後の就労希望は、「子育てや家事などに専念したい（就労

の予定はない）」が 60.0％と最も多く、次いで「すぐにでも、もしくは１年以内に就労し

たい」（40.0％）となっています。 

 

■就労希望 
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⑦放課後児童クラブの利用状況 

放課後児童クラブ（りんごっこクラブ）を利用しているかは、20.9％が「利用

している」と回答しています。 

 

■放課後児童クラブの利用状況 

 

 

⑧放課後児童クラブの利用意向 

放課後児童クラブを利用していない方の今後の児童クラブの利用意向を尋ねる

と、4.7％が「利用したい」と回答しています。 

 

■放課後児童クラブの利用意向 
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⑨放課後子ども教室の利用意向 

放課後子ども教室の利用意向は、30.0％が「意向がある」と回答しています。 

 

■放課後子ども教室の利用意向 

 

 

 

⑩放課後の過ごし方 

小学４年生以降の放課後の過ごし方について尋ねると、「スポーツやピアノなどの習い

事をさせたい」が 27.3％で最も多く、次いで「利用を希望するサービスは特にない」

（23.6％）、「放課後子ども教室を利用したい」（20.9％）となっています。 

 

■放課後の過ごし方 
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⑪子育てに関して、悩んでいること 

子育てに関して日頃悩んでいること、気になることは、「子どもの教育に関すること」

が 46.4％で最も多く、次いで「子どもの友だちづきあい（いじめ等を含む）に関するこ

と」（35.5％）、「子どもを叱りすぎているような気がすること」（33.6％）、「食事や栄養に

関すること」（26.4％）の順となっています。 

 

■子育てに関して、悩んでいること 
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⑫子育て支援について 

今後、力を入れるべき子育て支援は、「子育てにかかる金銭的支援」が 32.7％で最も多

く、次いで「学力向上の支援策」（30.9％）、「子育てにかかる情報の提供」（26.4％）の順

となっています。 

 

■子育て支援に 

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬子育てをする上で力を入れていること 

子育てをする上で力を入れていることは、「他者への思いやりを持つこと」が 55.5％で

最も多く、次いで「基本的生活習慣を身につけること」、「社会のマナーやルールを身につ

けること」（ともに 49.1％）の順となっています。 

 

■子育てをする上で 

力を入れていること 
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（３）調査結果からの課題 
 

① 育児への不安や負担 

・子育てを行っている方の、経済的負担軽減が求められています。 

・育児に関して、相談者がいない方がおり、育児への不安や負担へつながること

から現状の把握が必要です。 

・子育てに関する悩みや育児に関するストレスは、日常的なしつけがエスカレー

トし虐待につながる場合があることから、早期発見・早期対応など予防対策が

必要です。 

・母子家庭等のひとり親、障がい児をもつ家庭は、家庭生活においても多くの困

難を抱えていることが多いことから、孤立化が生じないよう、気軽に相談でき

る場の確保など、きめ細かな支援が必要となります。 

 

② 保育サービス 

・就労を希望する母親も多く、潜在的な保育サービスに対するニーズもみられる

ことから、就労の妨げになる待機児童が発生しないよう、保育サービスの量的

な確保が求められます。 

・家庭のライフスタイルの多様化、就労形態の多様化などから、保育サービスの

量的確保もさることながら、「一時預かり」や「病児・病後児保育」など多様な

保育事業の充実が求められています。 

・小学校低学年では「放課後児童クラブ」へのニーズがあり、保育サービスと同

様に、量的確保、多様なニーズへの対応が求められます。 

 

③ 子どもを育む環境 

・小学校低学年、高学年ともに、「習い事」へのニーズが多く、学習塾や各種教室、

スポーツクラブなど、地域で支える子育ての充実が求められます。 

 

④ 情報提供 

・子育ての孤立感や不安を軽減するために情報提供体制の充実が必要です。 

・子育て支援サービスには、認知度が比較的低いサービスもあり、サービスの内

容を知った上で「必要・不必要」を判断できるよう、サービスの周知を図る必

要があります。 

・子育てに関する情報について、「情報を入手する環境がない」との回答があり、

情報提供体制の充実が求められます。 
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第３章 朝日町の子ども・子育て支援 
 

第１の柱「子ども」を応援 

 

１ 子どもをたくましく育む教育環境の充実 

 

（１）教育環境の充実 

次世代を担う子どもが社会人、そして、将来の親として必要なことを学び、個々のもつ豊か

な感性を伸ばすことができるよう、教育環境を整えていくことが必要です。 

また、子どもが心身ともに健やかに成長するためには、社会の変化に対応し、未来を拓く確

かな力を持つことが必要です。子どもが自ら社会性を身につけられるよう、豊かな心を育てる

体験活動の促進を図るとともに、生活習慣の乱れや肥満の増加などが指摘されている現状に対

し、スポーツ環境の充実を図ることも重要です。 

家庭教育は、すべての教育の出発点であり、基本的倫理観や社会的なマナー、自制心、自立

心等を育成する上で重要な役割を果たすものです。 

それに加えて、子どもを地域社会全体で育てる観点から、学校、家庭及び地域社会との連携

の下に教育力を総合的に高めることが必要です。 

本町では、先人たちの知恵と努力によって培われてきた生活文化や、これまで築き上げてき

たかけがえのない貴重な歴史・文化遺産をはじめ、豊かな自然に恵まれたすばらしい環境を教

育の現場でも活用し、町に誇りをもち、たくましく生き抜く人づくりと子どもが生涯にわたっ

てスポーツに親しむことができる環境の充実を図っていきます。 

また、子どもたちが家庭、そして地域の中で様々な経験をとおし、心身ともに健やかに成長

していけるよう、家庭・学校・地域が連携し、地域ぐるみで子どもを育てる教育力の向上を図

っていきます。 

 【事業実施に対する考え方】 

○地域の資源・環境を活かした教育・体験型学習を推進します。 

○家庭・地域・学校が協働し、きらりとひかる学校・地域を作ります。 

○いのちを尊重し、豊かな心とたくましい体を持つ子どもを育てます。 

○社会の変化に対応し、未来を拓く確かな力を持つ子どもを育てます。 

○安全安心な教育環境づくりを推進します。 

○保育士の研修への参加を促進し、保育の質の向上に努めます。 

○関係機関との連携を強化し、学校・保育園における課題解決の体制づくりを 

推進します。 
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 【実施事業】 

主

体 
実 施 事 業 事 業 内 容 担当 

保

育

園 

保育園園外活動の充

実 

園外活動を増やし、郷土学習を充実します。 保育園、健康

福祉課 

家庭、地域の教育力向

上「あさひ家庭教育学

級」 

保育園との連携事業「あさひ家庭教育学級」を実施し、

子育てについて学習、相談できる機会を提供します。 

教育文化課、

保育園 

保

育

園

・ 

小

・

中

学

校 

保育園、小学校、中学

校の連携の推進 

就学時の不安や課題を持つ保護者に対して教育支援委

員会で相談や支援を行います。また、小学校や中学校入

学時のスムーズな学校生活への移行対策として、保育

園、小学校、中学校間の交流や相互参観などによる連携

を図り切れ目のない支援を実施します。 

学校、保育園、

教育文化課、

健康福祉課 

保護者や生徒、児童に

対するアンケート調

査の実施 

食育やしつけなどのアンケート調査を行い、状況を把

握し、指導の参考にします。 

 

学校、保育園、

教育文化課、

健康福祉課 

生活キャンペーンの 

実施 

 

保育園、小・中学校、PTA と連携して「早寝・早起き・

朝ごはん」「テレビ・ゲーム・スマホは控え目に」「毎

日手伝い家族の一員」のキャンペーンの展開等、子ども

の生活習慣の改善や健全育成運動を実施します。 

学校、保育園、

教育文化課、

健康福祉課、

家庭 

小

学

校 

・

中

学

校 

特色を生かした魅力

ある学校づくりの推

進 

言語力・コミュニケーション力の育成研究校を委嘱し、

校内研修の相互交流を行い、授業改善を行います。語学

力向上と国際理解を深めるため、外国語指導助手を配

置します。 

学校、教育文

化課 

きめ細かな学習指導 きめ細かな学習指導を行うために学習生活指導員を配

置します。 

学校 

教育文化課 

職員研修の充実 教員の資質向上のための研修、先進地視察、課題に応じ

た指導の工夫・改善を図ります。 

学校 

教育文化課 

教育相談活動、いじ

め、不登校等への対応 

生徒、保護者を対象に、教員による日常の教育相談活動

のほか、県と連携しカウンセラーを中学校に週１回程

度配置します。希望に応じて、小学生にも対応します。 

また、月１回程度教育相談日を設け、いじめをはじめと

した各種教育の相談にのれる体制を整えています。 

学校 

教育文化課 

体力、技術向上の支援 小学生の体力向上と参加者同士の交流を目的に、陸上

記録会、水泳記録会、スキー記録会等を実施します。ま

た、中学校部活動の技術向上のため、顧問以外の地域住

民による外部指導者に指導をお願いします。 

学校、教育文

化課、地域 

交流教育の推進 町外児童（宮城県七ヶ浜町など）との交流や、通常学級

と特別支援学級間の交流、保育園と小学校との交流、世

代間交流等を実施します。 

学校、教育文

化課 

学校教育施設改善・整

備 

子どもたちが安心して学べるよう、教育環境の充実を

図ります。 

教育文化課 

ふるさと学習の推進 地域の方を先生とする総合的な学習や学年行事など、

様々な体験学習等の機会をつくり、町民としての自信

と誇りを育みます。併せて地域の教育力の向上を図り

ます。 

学校、教育文

化課、地域 

キャリアスタートウ

ィーク事業 

中学２年生を対象に３日間の職業体験学習を実施し、

町の産業・農業について理解を深めるとともに、働くこ

との大切さを学びます。 

学校、企業・商

店、地域 
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郷土への提言活動 将来を担う中学生が町についての関心を深めるため、

中学生による「町への提案会」を実施するとともに、そ

の提言を施策に反映させます。 

学校、政策推

進課、教育文

化課 

地域における体験学

習の推進 

「子ども会」 

「公民館」 

「地域スポーツクラ

ブ」 

 

自主・自立の心とたくましさを育てるために地域にお

ける様々な体験活動を実施します。子ども会活動を通

して、地域の大人や上級生と下級生のふれあいの場を

つくり、各自の役割と責任感を育てるとともに、子ども

会間の交流事業を行います。また、中央公民館、中部、

西部、北部の各公民館では、豊かな人間性など「生きる

力」を育んだり、地域の魅力を学ぶために、児童・生徒

を対象とした体験、交流等の事業を行います。 

教育文化課 

地域 

郷土愛を育む活動の

推進 

「山形ふるさと塾」 

「伝統文化子ども教

室」 

国と県と連携し、郷土文化の体験、郷土芸能の伝承と子

ども達の育成を目的として活動している団体を支援し

ます。 

地域の自然環境を活かした、体験型の郷土学習を推進

します。 

教育文化課 

地域 

家庭学習の支援 夏休み等のあさひ地域未来塾、受験対策としての英語・

数学学習会、英検教室など各種学習会を開催し家庭学

習を支援します。 

教育文化課 

合同修学旅行外国語

研修への支援 

小学校合同修学旅行での外国語研修にかかる費用を支

援します。 

教育文化課 

中学生海外派遣事業 次世代を担う中学生を海外に派遣し、異文化との交流

や体験を通して、豊かな国際感覚を身につけた積極的

に未来を創造する人材を育てます。 

教育文化課 

体育関係団体の育成 町内体育施設や小中学校施設（体育館・校庭）を開放し、

スポーツ振興の場を提供します。また、競技力の向上等

を図るため、全国大会、国際大会に出場する個人及び団

体に対し、激励金を交付します。 

教育文化課 

  

中学生・高校生の 

社会参加活動 

交流ふれあいを目的に、中学生や高校生による福祉施

設等へのボランティアなど、社会参加活動機会の充実

をはかります。 

また、中学生「きらり」高校生「ＪＯＫＥＲ」のサーク

ル会員を増やし、社会参加活動を呼びかけ、ボランティ

アの醸成を促します。 

教育文化課 

学校図書館の充実 子どもの学びを豊かにする学校図書館の充実のため、

読書活動推進員を配置し、新刊図書の受入増を図りま

す。 

学校、教育文

化課 

コミュニティスクー

ルを核とした学校・家

庭・住民等の相互連携

協力 

家庭・地域・学校が協働し、きらりとひかる学校・地域

づくりを推進します。 

教育文化課 
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２ 子どもを健やかに育む環境の整備 

 

（１）食育・読育の推進 

「食育」とは、食を通して人間として生きる力を育むことです。近年の食生活において問題

にされている朝食欠食、偏食等の食習慣の乱れは、子どもの心と体の健康問題に大きく関係し

ています。            

本町では、乳幼児期から正しい食事の摂り方や望ましい食習慣を身につけさせ、健康な体を

育成するとともに、食を通じた豊かな人間性の育成や、家族と囲む食卓を推進することによっ

て心身の健全な育成を図ってきました。引き続き、食習慣の形成時期である乳幼児期から、正

しい食教育を受けたり、さまざまな食体験を通じ、食に関する知識と食を選択する力を習得し、

「食事の自己管理能力」を養っていきます。 

「読育」とは、読書を通じて心豊かな子どもを育てようとするものです。インターネットや

テレビゲーム等により近年は読書離れがクローズアップされています。読書は、物事を多面的

に見ることが出来るようになる、知識が増える（知性が芽生える）、想像力が鍛えられる等、人

間性の育成に大切な効果があります。読書離れが進むと「日本語の乱れ」や「考える力の減退」

といったことも起こってきます。 

本町では、読書離れをくい止めるため、人間性が育成される乳幼児期から、読書を通じて「心

の栄養」を育てていきます。 

 

【事業実施に対する考え方】 

○食生活をはじめとする正しいライフスタイルの確立を推進します。 

○子どもの健全な食生活の実現と読育による心身の成長を図るため、発達段階に応

じた食育・読育を推進します。 

○実際に食材に触れる体験、給食などを通じて、子どもが食事のマナーを学び、食を

楽しむ気持ち、食べ物を大切にする心が育まれる活動の強化に努めます。 

 

 

  

  

http://www.weblio.jp/content/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%81%AE%E4%B9%B1%E3%82%8C
http://www.weblio.jp/content/%E6%80%9D%E8%80%83
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【実施事業】 

区

分 
実 施 事 業 事 業 内 容 担当 

食

育 

食育指導・啓発 

「もぐもぐ相談」ほか 

離乳期からの食事指導、中高校生へのダイエットの

危険性についての指導等、年齢に応じた食育指導・

啓発を行います。 

学校、保育園、

教育文化課、健

康福祉課、家庭 

食に対する学習機会の

提供 

「親子料理教室」ほか 

農業体験や調理実習などを通して、生産者に対する

感謝の心や食べることの楽しさを育む機会を提供

します。 

学校、保育園、

教育文化課、健

康福祉課、農林

振興課、地域 

地域の食文化の伝承 管理栄養士や食生活改善推進員を中心に啓発活動

を実施し、地域の食文化を伝承する取り組みを進め

ます。 

学校、保育園、

教育文化課、健

康福祉課、農林

振興課、地域 

食生活改善推

進協議会 

保育園での食育活動 園庭の畑で野菜を育てることにより、食べることの

関心と楽しさを経験する機会の提供と、食への関心

を高める取り組みを行います。 

保育園、健康福

祉課 

安全安心な食品の提供 保育園や学校の給食に地元の食材を使用する地産

地消を推進し、子どもたちに安全安心な食物を提供

します。 

学校、保育園、

教育文化課、健

康福祉課、農林

振興課、地域 

読

育 

ブックスタート もぐもぐ相談（６～８か月）、１歳６か月、３歳児

健診の折りに絵本をプレゼントし「抱っこ」のあた

たかさのなかで、絵本を開き、子どもに語りかける

ことによって、子どもとスキンシップを図ります。 

 

子育て支援セ

ンター、保育

園、健康福祉

課、図書館 

子どもの学びを豊かに

する学校図書館の充実 

子どもの読みを広げ深める授業や、各教科・総合的

な学習の時間における調べ学習などを通して、一人

一人が自主的に読書活動に取り組むことができる

よう、学校図書館の学習センターとしての機能の充

実を図るため、読書活動推進員を配置します。 

学校、教育文化

課 

お話会 本や民話に親しみ、感性を豊かにし、本とのふれあ

いを図るため読み聞かせを実施します。 

子育て支援セ

ンター、図書

館、教育文化

課、健康福祉

課、家庭 

図書館まつり 図書館まつりを開催し、本とふれあう機会を増やし

ます。 

図書館、教育文

化課、家庭 

保育園・学校図書の貸

し出し 

保育園・学校図書の貸し出しを推進します。 保育園、小学校

教育文化課、健

康福祉課、家庭 
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３ 次世代の親の育成 

 

（１）次代の親の育成 

将来親となる世代が人への関心や共感を高めていくためには、子どもの頃から赤ちゃんや年

下の子どもとの出会い、ふれあう機会をもつことは大変重要です。しかし、少子高齢化・核家

族化の進展とともに、身近に赤ちゃんが少なくなったため、乳幼児に接する機会がないまま、

親になる世代が増えています。 

このことから、小・中学生等が、子どもを育てる喜びや大切さ、親の役割や家庭の大切さを

理解できるよう、乳幼児とふれあう機会を提供することが求められています。また、乳幼児に

とっても、地域の小・中学生等との交流は、貴重で豊かな体験となります。子育ての楽しさや

子どもを産み育てることの意義、男女が協力して家庭を築くことの大切さを啓発していくこと

が必要です。 

思春期は､次代の親となるための礎となる大変重要な時期ですが、一生のうちでも身体面､精

神面の発達や変化が著しい時期であり､思春期の体や心の問題が､生涯の健康に影響するとも

言われています｡ 

また、成長過程にある思春期は､大人と子どもの両面を持つ時期であり､保護者をはじめとし

て周囲の人たちが､思春期の特性を十分理解して､子どもたちに接することが必要です｡ 

 

 

【事業実施に対する考え方】 

○生活・福祉などの学習や体験活動を通じて心身ともにたくましい子どもを育てま

す。 

○親も子も生き方を学び、子どもを産み育てる意義や大切さを理解します。 

○子どもや家庭を持つことの大切さを伝える機会を作ります。 
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【実施事業】 

実 施 事 業 事 業 内 容 担当 

思春期・青年期の保健教

育の推進 

中学生や保護者を対象に、避妊や性感染症、薬物、飲酒、

喫煙などの正しい知識を普及啓発するために講習会等

を実施します。 

学校、教育文化

課、健康福祉課 

思春期講座 

(子育て支援ｾﾝﾀｰ事業） 

将来の子どもを産み育てる中学生を対象に、赤ちゃんと

の触れ合い体験を通し命の大切さについて学んだり健

康づくりについて学べる講座を開催します。 

子育て支援セ

ンター、教育文

化課、健康福祉

課 

親としての自覚確立の

ための学習機会の提供 

小・中学生が保育園児や乳幼児と触れ合う機会を設け、

いのちの大切さを学びます。また、妊娠前からの健康づ

くりの必要性や子どもを産み育てる意義や大切さを学

ぶ機会を年齢に応じて提供します。 

学校、保育園、

教育文化課、健

康福祉課 

青少年育成の推進 

 

青少年の健全育成のための各種事業への企画や運営協

力等、地域住民の参画によりその推進を図ります。地域

住民、学校、関係機関の参画により、青少年の非行防止

と健全育成を図るため、長期休み期間の街頭指導等を実

施します。町民の総意を結集し次代を担う青少年の健全

育成を図ります。（青少年健全育成町民大会等の実施。） 

教育文化課 
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第２の柱「子育て」を応援 

 

４ 親と子の健康の確保と増進 

 

（１）母子保健事業の推進 

本町では、子どもを安心して産み、健やかに育てるために、妊産婦に対する様々な教育や相

談の場を提供しています。今後も、保健、医療、福祉、教育の各分野間で連携を図り、妊娠期、

出産期、新生児期及び乳幼児期を通して母子の健康が確保されるよう、乳幼児健診、家庭訪問

等の母子保健における健康診査、訪問指導、保健指導等の充実が重要となります。 

また、親の育児不安の解消等を図るため、乳幼児健診の場を活用し、子どもの事故予防のた

めの安全対策なども含めて、親への相談指導等を実施するほか、子どもへの虐待の発生予防の

観点を含め、妊娠期からの継続した母子保健事業の推進が必要です。そのためには、相談を受

けた保健師や栄養士が、妊婦や母親の相談内容を聞き取り、わかりやすい説明ができるような

対応能力やカウンセリング技術が求められていることから、保健師や栄養士の資質の向上が不

可欠となります。 

 

 

【事業実施に対する考え方】 

○心身ともに健康で妊娠・出産ができるよう、妊婦に対する医学的管理の充実や子育

ての環境づくりと、個人の発育発達に合わせた育児支援を推進します。 

○妊娠や出産、育児に対する不安や悩みを解消し、負担感を軽減するために相談窓口

の連携強化を図り、効果的に対応する体制を整えます。 

○保健師・管理栄養士・保育士・子育て支援員の研修を充実させ、資質の向上を図り

ます。 

○助産師の資格を持つ母子保健コーディネーターや保健師が、妊娠期から乳幼児期

まで切れ目のない支援を行う体制を強化します。 

○母子健康手帳交付時から、母子保健コーディネーターや保健師との関係性が築け

るようにし、特に支援が必要な妊婦については福祉部門と支援プランの共有を図

ります。 
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【実施事業】 

実 施 事 業 事 業 内 容 担当 

不妊相談 
 

不妊に悩む夫婦に対して、妊娠や不妊治療等の情
報を提供します。 

健康福祉課 

不妊治療費助成 不妊で悩んでいる方へ不妊治療費を助成します。 健康福祉課 

母子健康手帳の交付 母子の健康の確保のために、母子保健法に基づき
手帳の交付と知識の普及を行います。 

健康福祉課 

マタニティー相談 妊娠中の過ごし方、妊婦栄養指導、相談、仲間づ
くり、母乳栄養などの相談を受け、個別の支援を
行います。 

健康福祉課 

妊婦健康診査助成 妊娠期の母体の健康を確保するために、１４回分
の費用を助成します。 

健康福祉課 

母子保健指導 妊婦や子どもの病気予防や不安に思っているこ
となどに対し、保健指導を行います。 

健康福祉課 

養育支援訪問 妊娠期からの継続的な支援を必要とする家庭や、
出産後間もない時期の養育者が、育児ストレス、
産後うつ状態等子育てに対して強い不安や孤立
感等を抱える家庭、在住外国人の家庭などについ
て支援を強化します。 

健康福祉課 

乳児家庭全戸訪問 
「こんにちは赤ちゃん事業」 

すべての乳児のいる家庭に保健師が訪問します。
子育てに関する情報を提供するとともに乳児及
びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握
を行うほか、養育についての相談に応じ、助言や
援助を行います。 

健康福祉課 

新生児訪問 切れ目のない支援や、より専門的な育児の悩みに
ついて対応するため、助産師資格を持つ母子保健
コーディネーターが新生児（おおむね産後１カ月
以内）のいる家庭に訪問します。 

健康福祉課 

乳幼児健康診査の実施 
「すくすく健診」 
「あさひっこ健診」 

子どもの成長・発達状況の確認と病気の早期発見
のため生後４カ月児・１０カ月児・１歳６カ月児・
３歳児の健康診査を行い、その結果に応じて子育
て相談や、病気が見つかった場合は医療機関の紹
介を行います。 
 
 
 

健康福祉課 

虫歯予防の推進 虫歯予防のためのブラッシング指導やフッ素塗
布、洗口を行います。 

健康福祉課、
保育園 

育児教室・離乳食相談 
「もぐもぐ相談」 

６～８カ月児を対象に、離乳食を試食しながら離
乳食の進め方を管理栄養士が指導します。 

健康福祉課 

母子保健に関する情報の提供
と相談 

「各種保健事業の日程」「休日当番医」を全戸に
配布するほか、広報紙やホームページやチラシに
より母子保健に関するサービス実施の周知を図
るとともに、相談に応じます。 

健康福祉課、
子育て支援セ
ンター 

職員研修の充実 
 

保健師・管理栄養士が積極的に研修会に参加し、
専門知識の習得と自己研鑽に努めます。 

健康福祉課 
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（２）小児医療の充実 

少子化が急速に進む中、子どもの健やかな成長を支援するとともに、安心して子どもを産み、

健やかに育てることのできる環境づくりのためには、小児医療体制の確立は欠くことのできな

いものです。 

また、子どもは、急な体調の変化や突然のけがなど、救急の対応が必要な場合が多く起こり

ます。これに対応するため、休日や夜間の救急医療の整備及び充実が必要になります。 

本町においては、町外の医療機関に多くを依存せざるを得ない現状にあることから、広域的

な視点から、小児医療の提供についての仕組みづくりを講じる必要があります。 

 

 

【事業実施に対する考え方】 

○子どもを抱える保護者が安心して医療機関を受診できる体制を整えます。 

○病児・病後児保育の利用について、広域的利用を含め検討します。 
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【実施事業】 

実 施 事 業 事 業 内 容 担当 

かかりつけ医の促進 チラシ等を作成し、健診時等でかかりつけ医の啓発を行

います。 

健康福祉課 

山形県緊急電話相談の

周知強化 

緊急時の相談窓口として、緊急電話相談の周知を図りま

す。 

健康福祉課 

小児救急講座の開催 子どもの病気やケガに対する応急処置を学ぶことによ

り、安心して子育てできるように支援します。 

健康福祉課 

小児救急医療体制の整

備 

子どもが安心して医療サービスを受けられるよう小児

救急医療体制の仕組みづくりと周知を図ります。 

町立病院、健康

福祉課 

保育園内の医療体制の

充実 

あさひ保育園に常勤の看護師を配置し、体調不良児の保

育及び園児の健康管理と指導を行います。また、嘱託医

による内科・歯科・耳鼻科健診を実施します。 

保育園、健康福

祉課 

学校内の医療体制の充

実 

嘱託医による内科・歯科・耳鼻科健診を実施します。定

期健康診断を基に、養護教諭を中心に治癒勧告や健康相

談を実施します。 

学校、教育文化

課 

事故防止の啓発 

 

健診時にパンフレットを配布するなどして乳幼児等の

事故防止についての意識啓発を行っていきます。 

健康福祉課 

応急手当の普及啓発 

 

公共施設へのAＥＤ設置促進、心肺蘇生講習会を行い、

応急手当についての知識と技術の普及啓発を図ります。 

健康福祉課、総

務課 

病児・病後児保育 保護者が就労している場合等において、子どもが病気の

際または病気の回復期であり、集団保育が困難な場合に

一時的に児童を預かる病児・病後児保育事業の利用料金

の補助を検討します。 

保育園、健康福

祉課 
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５ 子育て家庭に対する支援 

 

（１）保育サービスの充実 

昨今、家庭の就労形態が多様化し、保育時間や保育形態などに対する保育需要が高まってい

ます。子どもの健全な成長、幸せを第一に考えるとともに、保護者が仕事と生活を両立できる

ワーク・ライフ・バランスを可能にする保育サービスの検討が重要となります。 

本町では、これまでも、保育サービスの充実に努め、恒常的な入所待機児童は発生していま

せんが、特に３歳児未満の保育所入所希望が増えており、こうしたニーズに対応する保育サー

ビスの検討が必要です。 

また、サービスの量的確保もさることながら、保育施設には、子どもを安心して預けられる

施設であることが求められています。サービスの質的向上を図るため、保育士の研修や施設環

境の整備改善が必要になります。 

 

 

【事業実施に対する考え方】 

○子育ての第一義的責任は家庭であることを前提として、家庭の状況に応じたニー

ズに対応できるよう、保育サービスの充実を図ります。 

○子育て家庭の需要を把握・検討しながら、待機児童が発生しないよう、保育の量の

見込みを算出し体制を整えます。 

○安心・安全な保育環境の中で、健やかな身体と豊かな人間性を育むため、家庭・地

域・子育て支援センター・小学校との連携を深め、地域に根差した保育園運営を目

指します。 

○質の高い保育サービスを提供するために、保育士・子育て支援員の研修を充実させ、

職員の資質向上を図ります。 
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【実施事業】 

実 施 事 業 事 業 内 容 担当 

乳児保育 生後６か月以上の乳児を対象に実施。年度途中の入園に

対応するため、保育士等の配置など受け入れ体制を整え

乳児保育の充実を図ります。 

保育園、健康福

祉課 

３歳未満児保育 ３歳未満児保育への要望に対応するため、必要に応じ定

員の見直しを行います。 

保育園、健康福

祉課 

早朝・延長保育 核家族・共働き家庭等の諸事情のある家庭や地域の実態

を考慮し、保護者側の事情に合わせた保育（早朝 7：00

～ 延長～1９：00）を実施します。 

保育園、健康福

祉課 

 

一時保育 保育園に入園していない児童で、保護者の傷病・入院等

により一時的に保育が必要な児童を対象に保育（週 3

日、月 14 日以内）を実施します。 

保育園、健康福

祉課 

短期保育 保育園に入園していない児童で、保護者の傷病・入院等

により緊急かつ短期的に保育が必要な児童を対象に保

育（1 か月単位、最長 2 か月まで。年 2 回限度）を実

施します。 

保育園、健康福

祉課 

保育サービス評価の実施 サービスの向上や保育内容の質的向上、保育サービスの

需要調査を目的に、保育行政について評価する第三者委

員会を設置します。 

保育園、健康福

祉課 

職員研修の充実 保育士・子育て支援員が積極的に研修会に参加し、専門

知識の習得と自己研鑽に努めます。 

保育園、子育て

支援センター、

健康福祉課 

ファミリーサポート事業 

（子育て支援センター事

業） 

保護者が病気、出産、看病、事故、災害、冠婚葬祭等で

養育が困難となった場合に、一時的に会員の自宅・子育

て支援センターで預かるファミリーサポート事業を実

施及び事業の周知の強化を図ります。協力会員の拡充を

図るとともに資質向上のための研修会を継続的に実施

します。 

子育て支援セ

ンター、健康福

祉課、地域 

保育に関する情報の提供

と相談 

 

広報紙、ホームページやチラシ等によりサービス実施の

周知を図るとともに、相談に応じます。 

保育園、子育て

支援センター、

健康福祉課 

子育てのための施設等利

用給付の円滑な実施 

幼児教育・保育の無償化に伴う子ども・子育て支援法の

改正により、新たに追加された子育てのための施設等利

用給付制度について、対象者に十分な周知を行い、適切

な給付を行います。 

健康福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 朝日町の子ども・子育て支援 

49 

 

 

（２）児童の居場所づくり 

子どもには、子ども同士のふれあいや大人との人間関係の中で、それぞれの発達段階に応じ

た経験・体験が必要であり、それによって愛情や信頼感、思いやる心が育まれます。しかし、

遊び場や遊ぶ機会の減少などから、子どもが自由に遊ぶことのできる時間が減少しています。

子どもたちが地域の中で自由に遊び、安全に過ごせる場の創造、様々な体験ができる機会を提

供する必要があります。 

本町においても、地域における児童数の減少により同地域・同世代の仲間と一緒に遊ぶ機会

の減少と遊び場の確保が課題となっています。 

児童の放課後の居場所については、核家族化、就労形態の多様化等により放課後こども教室、

放課後児童クラブへの需要が高まっています。 

子どもの遊び場や居場所づくりの検討を進め、地域住民の経験や知識などを積極的に活用し、

子育てを支える体制を整備し、子どもたちが学習や遊びなどの活動しやすい環境を整えること

が必要です。 

 

【事業実施に対する考え方】 

○家庭・学校・地域との連携を深め、子どもたちが安全に安心して過ごせる環境を整

えます。 

○地域で活躍する指導員及びボランティアの研修を充実させ、資質の向上を図りま

す。 

○放課後子ども教室と放課後児童クラブが連携して、子どもの居場所づくりを行います。 
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【実施事業】 

実 施 事 業 事 業 内 容 担当 

放課後子ども教室 小学校児童の遊びを通した自主性、子ども同士の触れ

合う時間を持つことの大切さから、安全・安心な子ど

もの活動拠点を設け、地域住民等による見守りや体験

活動を推進します。 

町内全学区で放課後こども教室を実施しています。 

放課後子ども教室と放課後児童クラブが連携して事業

を実施していきます。 

学校、教育文化

課、地域 

放課後児童クラブ 

「りんごっこクラブ」 

保護者の就労等により日中保育できない家庭の児童

（小学校６年生まで）を対象に、放課後及び学校休業

日における安全な生活の場を提供します。 

障がいを持つ子どもの受け入れについても検討しま

す。 

放課後子ども教室と放課後児童クラブが連携して事業

を実施していきます。 

放課後児童クラ

ブ、健康福祉課 

 

スポーツ少年団活動 スポーツ少年団活動の支援、スポーツ少年団間の交流

や情報交換、指導者育成支援などを行います。 
スポーツ少年団、

教育文化課、地域 

子どもの遊び場や公園の

管理・整備 

身近な地域での遊び場を確保するため、地域住民の協

力を得ながら、公園の管理・整備に努めるとともに定

期的に点検を行います。 

政策推進課、建設

水道課、農林振興

課、教育文化課、

健康福祉課、地域 

遊び教室の開催 世代の仲間といっしょに遊ぶ機会の減少等により遊び

方をしらない子ども達が増えている状況を踏まえ、遊

びを指導できる人材の確保と事業の展開を図ります。 

政策推進課、建設

水道課、農林振興

課、教育文化課、

健康福祉課、地域 

放課後子ども教室・児童

クラブ関係者研修会等の

参加機会の充実 

放課後子ども教室や放課後児童クラブの関係者が積極

的に研修会に参加し、専門知識の習得と自己研鑽に努

められるよう、参加機会の充実を図ります。 

放課後子ども教

室及び児童クラ

ブ、健康福祉課、

教育文化課 
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（３）子育て家庭への経済的支援 

子どもを育てる家庭は若い世代である場合が多く、収入も限られており、家計に占める子育

て費用の割合は大きくなっています。 

本町では、子育て家庭を支援するため、子育て支援医療費の助成、児童手当の支給など様々

な制度により子育てにかかる経済的負担の軽減対策を講じてきましたが、引き続き子育てに関

する経済的支援を行っていく必要があります。 

 

 

【事業実施に対する考え方】 

○高校生までの医療費完全無料化等を実施し、子育てに係る経済的負担の軽減を図

ります。 

○保育園を利用する子どもの副食費の無償化を実施し、負担の軽減を図ります。 

 

 

 

【実施事業】 

時

期 
実 施 事 業 事 業 内 容 担当 

出

産

期

・

乳

幼

児

期 

出産育児一時金の支給 各種健康保険の被保険者が出産をした時に、出産育児

一時金を支給します。出産費用に係る分を保険者から

直接医療機関等に支払うこともできます。（出産育児

一時金直接支払制度） 

健康福祉課 

各保険者 

未熟児養育医療制度 入院の必要がある未熟児が、指定の医療機関で入院・

治療を受ける場合、医療費を助成します。 

健康福祉課 

すこやか出産祝品 お子さんの誕生を祝して、町より祝品を贈呈します。 

町内事業所の協力により作成したギフトカタログの

中から好きな商品を選んでいただきます。 

健康福祉課 

任意予防接種助成 

（ロタウイルス、おた

ふくかぜ） 

ロタウイルス予防接種（１価：生後６～２４週未満ま

で対象、５価：生後６～３２週未満まで対象）、おた

ふくかぜ（満１歳から６歳までの未就学児を対象）に、

予防接種費用を助成します。 

健康福祉課 

保

育

園 

副食費の無償化 あさひ保育園を利用する全ての子どもの副食費を無

償化します。また、朝日町から教育・保育給付認定を

受け、町外教育・保育施設等を利用する子どもの副食

費を補助します。 

健康福祉課 

土曜保育の給食実施 土曜保育においても、給食を実施します。 保育園、健康福

祉課 

保育園通園バス無料化 保育園の通園バス利用料金無料を継続し、保護者の経

済的負担の軽減を図ります。 

保育園、健康福

祉課 

保育園延長保育料軽減 保育園の早朝保育 7 時から 8 時及び 16 時から１８

時までの延長保育について無料化します。 

保育園、健康福

祉課 
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小

・

中

学

校

期 

通学の支援 山形直行バスの運行、バス定期券補助、特別支援学校

通学助成等、通学に対する支援を行います。 

政策推進課、教

育文化課 

教育費の軽減 経済的な理由により、小・中学校に通うことが困難な

児童・生徒の保護者に対して就学援助費を支給しま

す。 

教育文化課 

スポーツ大会等出場選

手激励金の交付 

競技力の向上等を図るため、全国大会・国際大会に出

場する個人および団体に対して激励金を交付します。 

教育文化課 

奨学金の貸付 高等学校・大学・各種学校などへ在学、進学の際、希

望の学資の支弁が困難な方を対象に奨学金の貸付を

行います。 

教育文化課 

貸付制度に関する情報

提供と相談 

交通遺児貸付制度、母子父子寡婦福祉資金制度、奨学

金貸付制度等の周知を図るとともに、相談に応じま

す。 

総務課、健康福

祉課、教育文化

課 

全

年

齢 

子育て支援医療費助成 ０歳から高校生までを対象とし、医療費負担の助成

（完全無料化）を行います。 

健康福祉課 

児童手当支給 次世代を担う子どもの育ちを社会全体で支えるため、

中学校修了前の全児童を対象に児童手当を支給しま

す。 

健康福祉課 

子育て応援パスポート

事業 

 

妊婦又は１８歳までの子どもを持つ家庭に対して、協

賛する企業や店舗等による商品購入額割引等のサー

ビス等を提供し、子育てを応援します。 

総合産業課、健

康福祉課、企業・

商店 

インフルエンザ予防接

種費用補助 

１８歳以下の子どもを対象に、インフルエンザ予防接

種費用を助成します。 

健康福祉課 

子育て短期支援事業 社会的擁護施策の子育て短期支援事業所の確保に努

めます。 

健康福祉課 
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６ 支援を要する家庭への支援 

 

（１）ひとり親家庭への支援 

離婚の増加等により、ひとり親家庭が増加傾向にあります。 

特に母子家庭については子育てをする上で経済的に不安定な状態であり、身近に相談相手が

いないなど、家庭生活においても多くの困難を抱えている場合があります。 

本町においても、離婚等により本町の実家に戻るケースが増加傾向にあります。ひとり親家

庭の子どもの健全な育成を図るため、相談や情報提供をはじめきめ細かな福祉サービスの展開

と経済的支援を行っていきます。 

また、県や関係機関と連携しながら、母子家庭等に対する相談体制の充実や施策・取り組み

についての情報提供を充実し、ひとり親家庭を地域や社会全体で支援していくことが必要とな

ります。 

 

 

【事業実施に対する考え方】 

○相談や情報提供・手当の支給等の支援により、子どもの福祉向上とひとり親家庭の

生活の安定と自立を図ります。 

 

【実施事業】 

実 施 事 業 事 業 内 容 担当 

母子父子寡婦福祉資金

貸付 

母子家庭・父子家庭及び寡婦等を対象に生活資金等の貸

付を行います。 

健康福祉課 

ひとり親家庭等医療費

助成 

18 歳までの児童がいる母子家庭・父子家庭及び父母の

いない児童を対象とし、医療費の助成を行います。 

健康福祉課 

児童扶養手当支給 18歳までの児童を養育している母子家庭の母や父子家

庭の父、父母に代わって児童を養育している人に手当を

支給します。 

健康福祉課 

就労支援 母子家庭の母が自立のために資格や技能を習得する場

合に支援します。 

健康福祉課、総

合産業課、商工

会、企業・商店 

子育て生活支援 ひとり親家庭で一時的に援助が必要な場合、子育て生活

支援員を派遣します。 

健康福祉課 

ひとり親家庭学習支援 ひとり親家庭の子どもを対象とした学習支援教室を開

催し、学習指導を行います。 

健康福祉課 

ひとり親家庭に関する

情報の提供と相談 

児童扶養手当等各種制度の周知の徹底を図るとともに、

ひとり親家庭に関する相談に応じます。 

健康福祉課 
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（２）障がい児をもつ家庭への支援 

ノーマライゼーションの理念を踏まえ、障がいのある人とない人との「共生社会」を築き上

げるため、幼少時からともに学び、ともに育つ教育に取り組むとともに、障がいに対する正し

い理解と認識を深める啓発を行うことが重要です。 

また、障がいの原因となる疾病の早期発見や事故の予防には、妊婦及び乳幼児に対する健康

診査や学校の健康診断が大きな役割を果たします。妊婦及び乳幼児の健康診査、学校の健康診

断の充実を図り、発達の遅れや障がいの早期発見ができる体制づくりが重要になります。特に

最近では、発達障がいや医療的ケアを必要とするなど多様な障がいを持つ方々への支援の要請

も高まりつつあり、保健・医療・福祉の連携による支援体制の充実が必要です。 

また、障がいの重度・重複化、学習障がい（ＬＤ）、注意欠陥多動性障がい（ＡＤＨＤ）、自

閉症スペクトラム等への対応など、障がい児教育をめぐる状況が大きく変化している中で、障

害のある子どもたち一人ひとりが自らの能力を最大限発揮し自己実現が図られるよう、ライフ

ステージに応じて支援が必要となります。 

障がい児一人ひとりが、成長後も社会の一員として、主体性を発揮し、生きがいのある生活

が送れるよう、それぞれの障がいの状況に応じた適切な療育及び教育を充実し、社会全体で障

がい児に対する健やかな育成に取り組む必要があります。 

さらに、障がい者の家族が抱える不安や疑問を解決できるサービスの周知や専門的な医療・

障がいの相談体制の充実が求められています。 

 

【事業実施に対する考え方】 

○医療機関や関係機関との連携を強化し、障がいの早期発見・早期対応に努めます。 

○一人ひとりの子どもの特性に応じて、ライフステージにあわせた一貫した支援を

進めます。 

○相談や情報提供・手当の支給等の支援により、子どもの福祉向上と保護者の養育支

援を行います。 
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【実施事業】 

実 施 事 業 事 業 内 容 担当 

発達障がい児の早期発

見のための連絡会議 

保育園児を対象に総合的な相談を行い、関わり方につい

ての相談や連絡を実施します。 

健康福祉課、教

育文化課 

学校教育における支援 

 

心身障がいを有する児童・生徒の適正な就学を促進しま

す。「ことばの教室」による早期訓練等を行い、小学生

や言語障がい児の通級を促進し、障がいの程度に応じた

教育の充実を図ります。通常学級と特殊学級間の交流を

図ります。県立特別支援学校の教諭や県立療育センター

の相談支援員による巡回指導を継続的に実施します。 

学校、保育園、

教育文化課 

学校教育施設の改善・整

備 

学校教育施設をスロープ・手すり等を設置し、障がい者

用施設整備を図ります。 

学校、教育文化

課 

障害者手帳の交付 身体・知的・精神に障がいのある方に対し手帳を交付し

ます。 

健康福祉課 

補装具等の給付 身体障がいにかかる日常動作を補うための補装具の給

付を行います。 

健康福祉課 

福祉サービスの充実 療育を必要とする児童が日常生活における基本的動作

や集団生活への適応訓練指導等を受けられる、障害児通

所支援等の福祉サービスの充実に努めます。また、ニー

ズの高まりを考慮し利用しやすいサービス提供体制の

構築を図っていきます。 

健康福祉課 

地域生活支援事業 在宅の障がい児に対し、日常生活の能率の向上と便宜を

図るための用具の給付、社会参加を促すための移動支

援、保護者の介護負担軽減のための日中一時支援などの

サービスを提供します。 

健康福祉課 

特別支援学校就学支援

及び通学支援 

特別支援学校に就学する児童生徒の保護者の方を経済

的に支援します。また、特別支援学校に通学する児童生

徒の足を確保するため通学車両の運行を行います。 

健康福祉課 

特別児童扶養手当・障害

児福祉手当の支給 

障がい児福祉を推進するため、一定の障がいがあると認

められた児童の父母等に、児童が２０歳になるまで手当

を支給します。 

健康福祉課 

重度心身障がい（児）者

医療費助成 

精神、身体に重度の障がいをもつ方を対象に医療費の助

成を行います。 

健康福祉課 

高齢者及び障がい者に

やさしい住まいづくり

の推進 

住宅改善費を補助し、在宅の要介護高齢者及び重度身体

障がい者の自立した生活を支援するため、住宅環境の整

備の推進を図ります。 

健康福祉課 

障がいに関する情報の

提供と相談 

障害年金・特別児童扶養手当等各種制度の周知の徹底を

図り、相談に応じます。 

健康福祉課、税

務町民課 

発達支援保育 

 

保育が必要で、集団生活が可能な障がい児を健常児との

交流を図るよう受け入れます。 

保育園、健康福

祉課 

職員研修 障がい児保育を担当する保育士の研修を実施し、保育士

の資質の向上を図ります。 

保育園、健康福

祉課 
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第３の柱「地域ぐるみ」で応援 

 

７ 地域における子育て支援 

 

（１）地域における子育て支援 

核家族化が進み、地域において、人と人とのつながりが希薄化している昨今では、昔のよう

に、同居している祖父母や、近所の知人などに、保育園の送り迎えを頼んだり、一時的に預か

ってもらうことが容易にできない状況にあります。 

また、通常は保護者が家にいて子どもの面倒をみている家庭においても、保護者の急な用事

が生じた場合等、一時的に子どもを預けたい状況が生じる場合があります。 

こうしたことから、子どもの健やかな成長を考えると、親と子の触れ合う時間が大切ですが、

核家族化、就労形態が多様化し、子どもと触れ合う時間が減少している状況にあることから、

子どもを産み育てることに希望を持ち、親としての成長を支援することで、子育てや子どもの

成長に喜びを実感できる総合的な支援を行う必要があります。 

 

【事業実施に対する考え方】 

○子育て支援に関する情報の発信の強化を図ります。 

○町の宝である子どもや子育て家庭を、みんなで応援する活動を展開します。 

○行政内部の連携はもちろん、関係機関や団体・地域との連携を深め、ネットワーク

化による総合的かつ効率的な支援を行っていきます。 

○地域ぐるみで子どもを健やかに育む居場所づくりを行います。  
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【実施事業】 

時

期 
実 施 事 業 事 業 内 容 担当 

妊

娠

期 

妊娠期の子育て講座の開

催 

妊娠・出産・育児について学ぶ機会として、パパ・

ママ学級を開催します。 

また、子育て世代のサポーターとなる祖父母を対象

として、子育ての今と昔について学ぶ講座を開催し

ます。 

健康福祉課 

乳

幼

児

期 

子育てサークルの育成 子育てを通した仲間づくりや情報交換、自主的活動
を推進するため、保護者同士のサークル活動を育成
します。 

子育て支援セ
ンター、健康福
祉課 

地域子育て支援センター

事業 

「子育て支援センターあさひ」において、親子交流

や講座の実施、子育てに関する相談・助言・情報提

供を行い、子育て家庭を支援します。 

支援センターの休館日についても検討します。 

子育て支援セ

ンター、保育

園、健康福祉

課、教育文化

課、地域 

子育てボランティア活動

(子育て支援ｾﾝﾀｰ事業) 

「あさひ子育て応援隊」 

町の宝である子どもたちを町民みんなで育てるた

めに「あさひ子育て応援隊」を中心に、ボランティ

ア活動を展開します。 

子育て支援セ

ンター、健康福

祉課、地域 

子育て応援１００円券事

業(子育て支援ｾﾝﾀｰ事業) 

子育て支援センターの利用者と子育てボランティ

アに対して、町内商店・企業で使える「子育て応援

１００円券」を交付し、子育てを応援します。 

総合産業課、健

康福祉課、商工

会、企業・商店 

こども相談 保健師、助産師、管理栄養士等が子育ての悩みや栄

養・育児相談、助言、情報提供を行います。 

子育て支援セ

ンター、保育

園、健康福祉

課、民生児童委

員 

子育て講座（乳幼児期） 育児の大切さ、育児の正しい知識の普及や情報提

供、育児参加への意識向上等を目的に、両親や祖父

母を対象とした子育て講座を開催します。 

子育て支援セ

ンター、保育

園、健康福祉課 

子育て応援サポート事業 育児困難家庭へのヘルパー派遣等を検討します。 健康福祉課 

小

・

中

学

校

期 

学校教育相談 進路・いじめ・非行等教育全般についての教育相談

や、子育てやしつけ、子どもを取り巻く家庭環境等

家庭教育についての相談を受付けます。児童相談所

や保健所などの専門機関の紹介も行います。 

教育文化課、民

生児童委員 

全

年

齢 

子育てに関する情報の提

供 

子育てに関する情報をまとめた「子育てガイドブッ

ク」を提供します。 

また、広報紙、ホームページやチラシ等によりサー

ビス実施の周知を図ります。 

健康福祉課 
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（2）子どもなどの安全の確保 

子どもや妊産婦の交通安全を確保するためには、交通事故の実態に対応した総合的な安全対

策を積極的に推進する必要があります。このため交通に関連する機関・団体が連携を一層密に

し、道路交通環境の整備、交通安全思想の普及・徹底、安全運転の確保、道路交通秩序の維持

など、これらの安全対策を総合的かつ計画的に推進することが重要です。 

さらに、子どもはわが身に迫る危険に対して無防備なことから、親はもちろんのこと、社会

全体で子どもに起こりうる危険をできるだけ取り除き、安全を確保しなければなりません。 

本町では、年間を通じた交通安全運動、保育園・小学校においては、交通安全専門指導員に

よる指導を行っています。今後も子どもを交通事故から守るため、警察、保育園、小学校や交

通安全教育を行う機関・団体等と情報交換を行うなど、連携・協力体制の強化を図り総合的な

交通事故防止対策を推進していく必要があります。 

近年、子どもを狙った連れ去りなどの犯罪が増え続けています。子どもが犯罪被害に遭わな

いような、安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、道路、公園等の公共施設や住居

の構造、設備、配置等について犯罪等の防止に配慮することが必要になります。 

また、子どもを犯罪から守るためには、子ども自身に防犯の習慣をつけさせることと、地域

ぐるみで子どもの安全を守る取り組みが必要になります。そのため防犯講習や防犯対策は、警

察、学校、ＰＴＡ、地域、企業などと緊密な情報交換や、地域パトロールを実施するなど、連

携・協力体制を強化し、子どもの安全確保を推進していく必要があります。 

 

 

【事業実施に対する考え方】 

○子どもを交通事故や犯罪等の被害から守るため、登下校の見守りや放課後の居場

所づくり等の対策を推進します。 

 

【実施事業】 

実 施 事 業 事 業 内 容 担当 

学校教育施設の改善・整

備 

危険箇所の改善や耐震診断結果に基づく耐震工事など

学校教育施設の改善、整備を実施します。 

教育文化課 

安全・安心な学校・保育

園づくりの推進 

避難訓練や防犯学習、危険箇所の点検、交通ルール習得

のための安全教室の開催やＰＴＡ等との交通安全街頭

指導など安全教育を推進します。 

学校、保育園 

安全・安心な地域づくり

の推進 

「子ども 110番の家」 

「子ども見守り隊」 

「防犯活動の推進」 

「交通安全活動の推進」 

 

子どもが助けを求められる「子ども 110 番の家」協力

世帯を広げ、通学等の安全を図ります。また、地域住民

の協力による子ども見守り隊の活動を実施します。 

犯罪を未然に防ぐため、関係機関と連携を図り防犯活動

を実施するとともに、防犯灯の整備を進めます。 

交通事故を未然に防ぐため、交通安全専門指導員による

交通安全教室等の交通安全活動を実施するとともに、防

護柵・道路反射鏡等の整備促進や除雪対策の充実を図り

ます。 

保育園、学校、

健康福祉課、教

育文化課、総務

課、地域、警察 

防犯協会、交通

安全推進協議

会 
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（３）児童虐待防止対策の充実 

近年、児童虐待に関する相談件数は年々増加の傾向にあり、その内容も複雑化し、深刻な社

会問題になっています。 

虐待は、育児に関する悩みを抱えているが相談できる人がいないことや、生活上のストレス、

日常的な注意・しつけがエスカレートしてしまうなど、その背景は多岐にわたります。一口に

因果関係を見極めることは困難ですが、どこの家庭にでも起きる可能性があります。そして児

童虐待は、子どもの心と身体に深い傷を残し、健やかな成長や人格の形成に重大な影響を与え

るばかりか、次の世代に引き継がれ、将来、更に深刻な社会問題へと拡大するおそれもありま

す。 

児童虐待を防止し、すべての子どもの健全な心身の成長、ひいては社会的自立を促していく

ためには、養育支援を必要とする家庭を早期に把握し、早期対応、保護・支援・アフターケア

に至るまで切れ目のない総合的な支援を講じる必要があります。また、児童相談所の権限や専

門性を必要とする場合には即対応できるよう、福祉関係者のみならず、医療、保健、教育、警

察等の地域における関係機関の協力体制の構築が不可欠です。 

本町では、児童虐待による事件は発生していませんが、潜在的な児童虐待も考えられること

から、要保護児童対策地域協議会を開催し、各関係機関と連携を図り、ネットワークを効果的

に機能させ、早期発見・早期対応を図り児童虐待を防止し、児童の健やかな成長を支援してい

きます。 

 

【事業実施に対する考え方】 

○体罰によらない子育てを推進します。 

○子どもの虐待の発生予防のため、早期発見・早期対応と関係機関の情報交換による

ネットワーク化を進めます。 

○子育て中の親の育児不安などに対する相談体制を強化します。 

○児童虐待や要保護・要支援児童に対応するため、要保護児童対策地域協議会の体制 

を強化し、児童虐待の発生予防、発生時の迅速・的確な対応を行う体制を強化しま

す。 

○令和４年度までに、子ども家庭総合支援拠点を設置し、総合的な支援体制を構築し 

ます。 

 

【実施事業】 

実 施 事 業 事 業 内 容 担当 

朝日町要保護児童対策

地域協議会（子育て支援

連絡会議） 

朝日町要保護児童対策地域協議会（子育て支援連絡会

議）で、児童虐待の発生防止から早期発見・早期対応、

アフターケアに至るまでの総合的な支援を行います。ま

た、支援が必要な子どもや家庭に対する支援策や子育て

支援施策全般についても総合的に調整・検討します。 

健康福祉課、教

育文化課、学

校、保育園、民

生委員、警察 
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８ 子育てを支援する生活環境の整備 

 

（１）若い人への定住対策 

昨今の人口の減少と少子化は、子どもを産み育てる若年層世代の町外転出等が原因となって

いる面もあり、住まいや就業の場の確保など、若者の定住対策が必要です。 

本町においても、地元に就職したくても働く場が数少ないなどの理由で、若年層世代が都市

圏へと流出する傾向が続いています。 

若者の定住促進に向けて、若者が気軽に集まれる場の提供や町内外の若者等が交流できる施

設の整備を行い、住み続けたいと思う魅力のあるまちづくりを推進し、定住につながるよう

様々な面からフォローアップを行っていきます。 

 

 

【事業実施に対する考え方】 

○若者の活動を応援します。 

○子育てをされる方が、ずっと住み続けたくなるような町を目指します。 

○朝日町に転入したり、戻ってきても安心して子育てができる町を目指します。 

 
 

【実施事業】 

実 施 事 業 事 業 内 容 担当 

次代の担い手の育成 若者が地域で活躍できる環境をつくります。 地域、政策推進

課、教育文化課 

働く場の確保・就労支援 町内産業の振興や起業の育成支援を行い、安定した暮ら

しができる雇用を確保します。特に、新規学卒者や新規

就農者の支援を強化します。 

農林振興課、総

合産業課、商工

会、企業・商店 

婚活応援 婚活イベント等による出会いの場を提供します。 

仲人活動をしている方への支援も行ないます。 

政策推進課 

宅地の分譲 手頃な価格の宅地を提供し、町内定住を促進します。 

大谷東住宅団地の購入については、様々な特典を設定し

ます。 

建設水道課 

木材製品利用住宅建築

奨励助成 

新築及び増改築される住宅で、町内製材業者から納入さ

れた国産木材を使用し、町内建築業者が施工する場合に

助成します。 

建設水道課 

持家住宅建築奨励助成 自ら居住する住宅の建設工事（新築・増改築・修繕等）

を町内建設業者が施工する場合に助成します。 

建設水道課 

合併処理浄化槽設置助

成 

快適な生活環境づくりの一つとして、合併処理浄化槽の

設置を促進します。 

建設水道課 

転入の促進 空き家バンク等の業務委託による魅力化・利便性の向

上、移住コンシェルジュの配置、空き家等改修支援、就

農支援等を行い、転入促進を図ります。 

政策推進課 

農林振興課 

交通アクセスの充実 デマンドタクシー「あいのり号」、山形直行バス運行等

により町民の足を確保し、生活の利便を図ります。 

政策推進課 
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（２）生活環境の整備 

住宅は、生活の基盤であり、かけがえのない空間です。 

本町では、子育て世帯において、子どもがのびのびとゆとりを持って生活でき、安心して子

育てできる良質な住宅の整備が求められていることから、子育てを担う世代向け賃貸住宅の供

給を促進するなどの取り組みを推進していく必要があります。 

妊産婦や子どもたちが、安全で快適に生活していく上で、現在の社会にはさまざまな障壁（バ

リア）が存在します。道路、公園、公共交通機関、公的建築物等において、妊産婦や子ども、

高齢者や障がい者などすべての人が利用しやすい施設になるようにバリアフリー化やユニバ

ーサルデザインによるまちづくりと情報提供の周知を図る必要があります。 

 

【事業実施に対する考え方】 

○自然豊かな環境の中で、伸び伸びと安心して子育てができる環境づくりを地域一

体となって進めます。 

 

【実施事業】 

実 施 事 業 事 業 内 容 担当 

町営住宅の提供 ７施設（97戸）ある町営アパートを提供します。 建設水道課 

安心して外出できる環

境の整備 

道路の新設、改良にあわせて、乳幼児や高齢者等の交通

弱者に配慮した道路整備や、交通安全施設の整備を図り

ます。 

建設水道課 

利用しやすい施設の改

善・整備 

公共施設にスロープや手すりを設置するなどバリアフ

リーの推進を図ります。また、子ども連れでも利用しや

すい子どもサイズの便器、手洗い器、ベビーベット授乳

スペース等の整備、設置等を推進します。事業所等にも

働きかけていきます。 

総務課、建設水

道課 

 

  



第３章 朝日町の子ども・子育て支援 

62 

 

 

９ 仕事と子育ての両立を目指す環境の整備 

 

近年女性の就業者が増加し、男性、女性ともに仕事も家庭生活も両方大事にしたいという考

え方をもつ人が増えてきています。 

子どもを育てながら仕事を継続するには、男性の育児参加の面からも、「仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）」の実現を目指し、すべての人が仕事時間と生活時間のバランス

がとれる多様な働き方を選択できるようにするとともに、「働き方の見直し」を進めることが必

要です。 

また、時に家庭や自分の生活よりも仕事を優先することを求められるなど、仕事と子育てを

両立するためには、個人や家庭での努力だけで解決することが難しい状況も多くみられます。

家庭のみならず、地域住民、事業主が子育てに対する理解を示し、職場優先の意識や固定的な

性別役割分担意識等の慣行を解消する意識改革が必要です。 

このほか、働きながら子育てをするためには、労働時間の短縮や子どもの急病への対応、育

児に無理のない職務内容、育児休業を取得しやすい環境整備、出産や育児のためにいったん退

職した人の職場復帰や再雇用など、雇い主のきめ細かい対応が望まれます。 

このことから、本町においても就労者や雇い主、地域住民等の意識改革を推進するための広

報・啓発や研修、情報提供等について、国、県、関係団体等と連携を図りながら実施するなど、

仕事と子育てを両立できるような就労環境づくりを推進します。 

 

【事業実施に対する考え方】 

○男女が共に子育てをするという男女共同参画意識を啓発します。 

○国・県・関係団体などと連携しながら、事業所や労働者に対して子育てしやすい職

場環境づくりを啓発します。 

○保育需要に合った保育サービスを検討し実施していきます。 

 

【実施事業】 

実 施 事 業 事 業 内 容 担当 

男女共同参画の促進 

 

男女共同参画社会の実現に向けて、パパママ学級などの

セミナーや情報の提供を行います。 

政策推進課、健

康福祉課、子育

て支援センタ

ー 

子育てしやすい職場環

境づくりの推進 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

に向けて、男女ともに育児休業や子の看護休暇等を積極

的に取得できるようになるなど、関係法制度の普及・定

着を進めます。 

政策推進課、健

康福祉課、総合

産業課、商工

会、企業・商店 
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第４章 提供区域における実施計画 

１ 教育・保育提供区域 

 

量の見込みとその確保方策を設定する単位として、「教育・保育提供区域」を設定します。 

「教育・保育提供区域」とは、計画期間における教育・保育及び地域子育て支援事業の「①

必要量の見込み」「②提供体制の確保の内容」「③その実施時期」を定める単位となる市町村内

の区割のことで、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、現在の教育・保育の利用

状況、教育・保育を提供するための施設の整備の状況などを総合的に勘案し、地域の実情に応

じて設定します。 

町内には、保育園が１園、小学校が３校ありますが、教育・保育の提供体制から、町全体を

１区域として設定します。 

 

■教育・保育提供区域 

区分 / 施設・事業名 区 域 

教 
育 
・ 
保 
育 

教育・保育施設 幼稚園・保育所（園）・認定こども園 

町全域 

地域型保育事業 
小規模保育、家庭的保育、居宅訪問 
型保育、事業所内保育 

地 
域 
子 
ど 
も 
・ 
子 
育 
て 
支 
援 
事 
業 
 

① 利用者支援 町全域 

② 地域子育て支援拠点事業 町全域 

③ 妊婦健診 町全域 

④ 乳幼児家庭全戸訪問事業 町全域 

⑤ 養育支援訪問事業 町全域 

⑥ 子育て短期支援事業 町全域 

⑦ ファミリー・サポート事業 町全域 

⑧ 一時預かり事業 町全域 

⑨ 延長保育事業 町全域 

⑩ 病児・病後児保育事業 町全域 

⑪ 放課後児童クラブ 町全域 

⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 町全域 

⑬ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 町全域 
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２ 幼児期の学校教育・保育量の見込みと提供体制の確保 

 

（１）１号認定 

 

■１号認定（幼稚園・認定こども園）               （単位：人） 

年   度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

量の見込み 

（必要利用定員） 
０ ０ ０ ０ ０ 

確保の方策 ０ ０ ０ ０ ０ 

 教育・保育施設 ０ ０ ０ ０ ０ 

 地域型保育事業 ０ ０ ０ ０ ０ 

過 不 足 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

《事業実施に対する考え方》 

 ニーズ調査の結果、ニーズはない見込みです。 

 

（２）２号認定 

■２号認定(保育園・認定こども園)                (単位：人) 

年   度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

量の見込み 

（必要利用定員） 
100 101 100 96 89 

確保の方策 156 156 155 155 155 

 教育・保育施設 156 156 155 155 155 

 地域型保育事業 ０ ０ ０ ０ ０ 

過 不 足 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

《事業実施に対する考え方》 

保育園・認定こども園の２号認定は、町内に１つある保育園で全て受入ることが可能ですが、

若干名の幼稚園の利用希望者については、幼稚園及び預かり保育を、広域利用にて対応してい

きます。 
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 （３）３号認定  

①０歳児（保育園・認定こども園） 

 

■３号認定 ０歳児(保育園・認定こども園)           （単位：人） 

年   度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

量の見込み 

（必要利用定員） 
９ ８ ８ ８ ８ 

確保の方策 ９ ８ ８ ８ ８ 

 教育・保育施設 ８ ８ ８ ８ ８ 

 地域型保育事業 １ ０ ０ ０ ０ 

過 不 足 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

②１・２歳児（保育園・認定こども園） 

 

■３号認定 １・２歳児(保育園・認定こども園)         （単位：人） 

年   度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

量の見込み 

（必要利用定員） 
42 43 43 42 42 

確保の方策 42 43 43 42 42 

 教育・保育施設 42 42 42 42 42 

 地域型保育事業 ０ １ １ ０ ０ 

過 不 足 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

③３歳未満児の保育利用率 

 

■３歳未満児の保育利用率                  （単位：人・％） 

年   度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

児童数 101 93 90 88 86 

保育児童数 51 51 51 50 50 

保育利用率 50.4 54.8 56.6 56.8 58.1 

 

《事業実施に対する考え方》 

３号認定については、既存の保育園での受入れ及び一部広域利用で対応していきます。 

０歳児については、現状の利用定員から調整しています。３号認定は、年々増加傾向にある

ため、保育需要に対応した定員数の確保を行います。 
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３ 地域子ども・子育て支援事業の見込みと提供体制の確保 

 

（１）利用者支援事業 

《事業内容》 

教育・保育施設や地域の子育て支援の事業等の利用について情報集約と提供を行うとともに、

子どもや保護者からのそれらの利用にあたっての相談に応じ、必要な情報提供・助言をし、関

係機関との連絡調整等を行います。 

 

■利用者支援事業                      （単位：か所） 

年   度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

量の見込み １ １ １ １ １ 

確保の方策 １ １ １ １ １ 

過 不 足 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

《事業実施に対する考え方》 

既存の子育て支援センターにて対応します。 

 

（２）子育て支援拠点事業 

《事業内容》 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提

供、助言その他の援助を行います。 

 

■子育て支援拠点事業                    （単位：か所） 

年   度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

量の見込み １ １ １ １ １ 

確保の方策 １ １ １ １ １ 

過 不 足 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

 

《事業実施に対する考え方》 

既存の子育て支援センターにて対応します。 
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（３）妊婦健診事業 

《事業内容》 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査を実施します。 

 

■妊婦健診事業                        （単位：人） 

年   度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

量の見込み 30 30 30 30 30 

確保の方策 30 30 30 30 30 

過 不 足 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

《事業実施に対する考え方》 

妊婦の健康保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査により健康状態の把握、検査計

測、保健指導を実施します。 

母子健康手帳交付時に妊娠健康診査受診票を交付します。 

 

（４）乳児家庭全戸訪問事業 

《事業内容》 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環

境等の把握を行います。 

 

■乳児家庭全戸訪問事業                    （単位：人） 

年   度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

量の見込み 30 30 30 30 30 

確保の方策 30 30 30 30 30 

過 不 足 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

 

《事業実施に対する考え方》 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境

等の把握を行います。 
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（５）養育支援訪問事業 

《事業内容》 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行う

ことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保します。 

 

■養育支援訪問事業                      （単位：人） 

年   度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

量の見込み ５ ５ ５ ５ ５ 

確保の方策 ５ ５ ５ ５ ５ 

過 不 足 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

《事業実施に対する考え方》 

養育支援が特に必要な家庭を訪問し、養育に関する指導・助言等を行い、家庭の適切な養

育の実施を確保します。 

 

 

（６）子育て短期支援事業 

《事業内容》 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが、一時的に困難となった児童

について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行います。 

 

■子育て短期支援事業                     （単位：人） 

年   度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

量の見込み ０ ０ ０ ０ ０ 

確保の方策 ０ ０ ０ ０ ０ 

過 不 足 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

《事業実施に対する考え方》 

ニーズ調査の結果、ニーズはない見込みです。 
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（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート） 

《事業内容》 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を

受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、

調整を行います。 

 

■子育て援助活動支援事業                  （単位：か所） 

年   度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

量の見込み １ １ １ １ １ 

確保の方策 １ １ １ １ １ 

過 不 足 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

《事業実施に対する考え方》 

ニーズ調査の結果、ニーズはない見込みです。サポート体制の見直しを図り、利用者の把

握に努めます。 
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（８）一時預かり事業 

《事業内容》 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、昼間を主として、

認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場所において、一時的に預かり、

必要な保護を行います。 

 

■幼稚園における一時預かり                 （単位：人/年） 

年   度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

量の見込み ０ ０ ０ ０ ０ 

確保の方策 ０ ０ ０ ０ ０ 

過 不 足 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

■２号認定による定期的な利用                （単位：人/年） 

年   度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

量の見込み ０ ０ ０ ０ ０ 

確保の方策 ０ ０ ０ ０ ０ 

過 不 足 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

■その他の一時預かり事業                  （単位：人/年） 

年   度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

量の見込み 500 487 478 461 437 

確保の方策 500 487 478 461 437 

過 不 足 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

《事業実施に対する考え方》 

幼稚園がないので幼稚園での一時預かりの見込みはありません。２号認定についても既存の

保育園にて通年で受入れを実施しているので、恒常的な一時保育の見込みはありません。 

その他の一時預かりとして、３歳未満児を対象に受入れを実施します。 
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（９）延長保育事業 

《事業内容》 

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、

保育を実施します。 

 

■延長保育事業                        （単位：人） 

年   度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

量の見込み 120 117 114 110 105 

確保の方策 120 117 114 110 105 

過 不 足 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

《事業実施に対する考え方》 

延長保育については、既存の保育園にて対応します。 

 

（10）病児・病後児保育事業 

《事業内容》 

病児・病後児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が

一時的に保育等を行います。 

 

■病児・病後児保育事業                   （単位：人/年） 

年   度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

量の見込み 283 276 270 261 247 

確保の方策 283 276 270 261 247 

過 不 足 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

《事業実施に対する考え方》 

既存の保育園において、看護師が常駐しているので、保育中の体調不良児を保護者の迎え

まで安静に預かっています。 
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（11）放課後児童クラブ 

《事業内容》 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に

小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を

図ります。 

 

■放課後児童クラブ（低学年）                 （単位：人） 

年   度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

量の見込み 35 35 35 35 35 

確保の方策 35 35 35 35 35 

過 不 足 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

■放課後児童クラブ（高学年）                 （単位：人） 

年   度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

量の見込み ５ ５ ５ ５ ５ 

確保の方策 ５ ５ ５ ５ ５ 

過 不 足 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

《事業実施に対する考え方》 

現在３小学校区となっていますが、町内に１クラブで全学区からの受入を行っています。放

課後こども教室とも連携を図りながら今後とも町内１クラブで全学区から受入を行います。 

  また、遠方からの通所手段の確保を図っていきます。 
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（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

《事業内容》 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払うべき

日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参加に要す

る費用等を助成します。 

 

■実費徴収に係る補足給付を行う事業              （単位：人） 

年   度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

量の見込み ０ ０ ０ ０ ０ 

確保の方策 ０ ０ ０ ０ ０ 

過 不 足 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

《事業実施に対する考え方》 

旧制度においても、実費徴収分については保護者負担としており、新制度においても、現状

どおり保護者負担とし、現時点では事業を実施しない予定ですが、今後の要望等を勘案し、事

業実施を検討していきます。 

 

 

（13）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

《事業内容》 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の

能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業です。 

 

■多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業   （単位：か所） 

年   度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

量の見込み ０ ０ ０ ０ ０ 

確保の方策 ０ ０ ０ ０ ０ 

過 不 足 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

《事業実施に対する考え方》 

教育・保育施設の提供体制が確保できているため、新規参入を促進する必要が認められない

ことから、現時点では事業を実施しない予定ですが、今後、多様なニーズが拡大した場合には、

事業実施を検討していきます。
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第５章 計画の推進及び評価 

１ 計画の推進 

 

本計画は、朝日町における子育て支援の基本計画であり、その内容は福祉・保健・医療・教

育・雇用・生活環境など多岐にわたっています。 

このため、行政内部においては業務所管課のみの展開ではなく、子育て支援という広い視点

から事業を進めていく必要があります。 

また、計画の基本理念を達成するためには、行政の施策だけでは十分ではありません。地域

社会全体において子どもや子育て家庭を見守る様々な立場で、子育て支援の理念に理解を深め、

それぞれの役割を実践されることも求められています。 

行政内部の連携はもちろんですが、関係機関や団体、地域との連携も密にし、町全体として

総合的かつ効果的な事業展開を行いながら、本計画を推進していきます。 

 

（１）行政の役割 

●庁内各課はもとより、家庭や保育園、学校、地域や企業等と連携をしながら総合的に施策

を推進します。 

●民間の団体等が行う自主的な子育て支援の取り組みを支援します。 

●子育てに関する町民のニーズを把握し、子育て支援の取り組みに生かします。 

 

（２）家庭の役割 

●子どもの人権を尊重し、親子の触れ合いの中で子どもを育てます。 

●父親が積極的に家事や子育てにかかわり、男女が協力して家庭を築きます。 

●日常生活の中で、基本的な生活習慣や社会的な規範や礼儀作法を教えます。 

●自然体験、世代間のふれあい、スポーツ活動など様々な体験の機会を与えます。 

 

（３）保育園・学校の役割 

●子どもの個性を尊重しながら、健やかな身体、豊かな心、学力を育みます。 

●家庭や地域との連携を深め、次代の人材を育成します。 
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（４）地域の役割 

●地域の宝である子どもたちに注目し、大人たちが見守る地域を作ります。 

●近隣でお互いに助け合える人間関係づくりに努めます。 

●子どもを取り巻く環境に目を配り、環境を良くする取り組みを行います。 

●家庭、学校や行政と連携しながら、子どもたちに多様な生活体験と触れ合いを提供するな

ど、人材や機能を活用した支援を行っていきます。 

 

（５）企業や職場の役割 

●子育て家庭で、男女が協力して家事や育児に参加できるよう、制度や職場環境の面で支援

します。 

●次世代育成支援対策推進法に基づく、一般事業主行動計画の策定とその実行に努めます。 

 

２ 計画の評価 

 

本計画の進行状況の管理及び実施状況の点検評価については、教育文化課、健康福祉課が事

務局となり「朝日町子ども・子育て会議」において事業の実施状況並びに進捗状況を確認・評

価し、今後の対策を講じていきます。 

また、「計画（Plan）⇒実施（Do）⇒業務進行管理（Check）⇒改善（Action）」のＰＤＣＡサ

イクルを継続的に実施していくことで、計画の達成を目指します。 

 

■ＰＤＣＡサイクルの概念図 
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１ 朝日町子ども・子育て会議の経過 

 

回 数 日 程 協議事項等 

第１回 平成３０年 

１２月１２日 

・ 子ども・子育て会議の概要 

・ 子ども・子育て支援事業計画策定について 

・ ニーズ調査の内容について 

第２回 令和元年 

１１月１１日 

・ ニーズ調査の結果について 

・ 第２期朝日町子ども・子育て支援事業計画の案について 
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２ 朝日町子ども・子育て会議委員名簿 

 

 

 

 

  氏   名 地  区 備 考 

1 海野 豊弘 西船渡   

2 阿部 里衣子 松程   

3 阿部 隆浩 夏草   

4 多田 秀人 大町  副会長 

5 橋間 博美 西町  会長 

6 松尾 和美 緑町   

7 佐直 由紀 本町  

8 岸 道雄 栗木沢   

9 豊永 貴子 栗木沢  

10 遠藤 翔  栗木沢   

   [順不同、敬称略] 

  奥山 優佳 東北文教大学短期大学部 アドバイザー 

   [敬称略] 

《 事務局 》   

  氏名 課名 職 名 

1 小林 道和   教育長 

2 阿部 正文 教育文化課 課  長 

3 田中 靖士 教育文化課 主  幹 

4 本間 真紀 教育文化課 生涯学習係長 

5 齊藤 ひとみ 健康福祉課 課  長 

6 猪倉  薫 健康福祉課 福祉子育て係長 

7 村山  彩 健康福祉課 福祉子育て係主事 
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